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１．実施概要 

（１）保安検査実施期間（詳細日程は別添１参照） 

自 平成３０年５月２４日（木） 

至 平成３０年６月８日（金） 

（２）保安検査実施者 

浜岡原子力規制事務所 

中村 節生 

岳川 清美 

松本 直樹 

矢野 雅之 

北村 博史 

深沢 幸久 

吉田 恵 

原子力規制部 実用炉監視部門 

小坂 淳彦 

志賀 徹也 

畠山 凌輔 

 

２．浜岡原子力発電所の設備及び運転概要 

号炉 

／号機 

出力 運転開始年月 前四半期から現在までの運転状況 

１号炉 １５９３ＭＷｔ 運転開始： 

昭和５１年３月

１７日 

 

運転終了： 

平成２１年１月

３０日 

廃止措置中 

（第一段階） 

平成２１年１１月１８日～ 

平成２８年２月３日 

使用済燃料搬出完了 

平成２５年１月２３日 

（第二段階） 

平成２８年２月３日～ 

２号炉 ２４３６ＭＷｔ 運転開始： 

昭和５３年１１

月２９日 

 

運転終了： 

平成２１年１月

３０日 

廃止措置中 

（第一段階） 

平成２１年１１月１８日～ 

平成２８年２月３日 

使用済燃料搬出完了 

平成２６年２月２６日 

（第二段階） 

平成２８年２月３日～ 
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３号機 １１０．０万ｋＷ 昭和６２年８月 

運転期間 

（―） 

停止期間 

（平成２２年１１月２９日～） 

施設定期検査期間 

（平成２２年１１月２９日～） 

４号機 １１３．７万ｋＷ 平成５年９月 

運転期間 

（―） 

停止期間 

（平成２３年５月１３日～） 

施設定期検査期間 

（平成２４年１月２５日～） 

５号機 １３８．０万ｋＷ 平成１７年１月 

運転期間 

（―） 

停止期間 

（平成２３年５月１４日～） 

施設定期検査期間 

（平成２４年３月２２日～） 
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３．保安検査内容（下線は年度保安検査計画に基づく検査項目） 

今回の保安検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査及び関係者へ

の質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している運転管理状況の

聴取、記録確認、発電用原子炉施設の巡視等についても保安検査として実施した。 

 

（１）基本検査項目 

（１）－１ 浜岡原子力発電所共通事項 

① 外部事象等に対する整備状況 

② 放射性固体廃棄物管理の実施状況（抜き打ち検査） 

（１）－２ 浜岡原子力発電所３号機、４号機及び５号機 

○保守管理の実施状況 

（２）追加検査項目 

〇 浜岡原子力発電所４号機における非常用ガス処理系の運転上の制限に対

する保安規定違反についての是正処置等の実施状況 

（３）その他 

〇 浜岡原子力発電所５号機における運転上の制限の逸脱事象に関する確認 

 

４．保安検査結果 

（１）総合評価 

今回の保安検査においては、基本検査として浜岡原子力発電所共通事項の「外部事

象等に対する整備状況」及び「放射性固体廃棄物の管理状況（抜き打ち検査）」並びに

浜岡原子力発電所３号機、４号機及び５号機の「保守管理の実施状況」を、また、追加

検査項目として「浜岡原子力発電所４号機における非常用ガス処理系の運転上の制限

に対する保安規定違反についての是正処置等の実施状況」を、その他として、保安検査

期間中に生じた５号機の運転上の制限の逸脱事象を選定し、検査を実施した。 

 

「外部事象等に対する整備状況」においては、平成２９年度第３回保安検査において

確認された保安規定違反(監視)事項に係る根本原因分析（以下「ＲＣＡ」という。）とその

是正処置等の実施状況、大雨、洪水、暴風などの外部事象（以下「外部事象等」という）

に対処する体制等の整備状況、及び検査前の保安調査で確認された建屋内の湧水発

生事象に係る管理状況を検査した。 

検査の結果、ＲＣＡについては組織要因の分析に時間を要したことからスケジュールを見

直し、品質保証検討会への報告を６月中旬に変更したことを「ＲＣＡ活動計画書(２０１８

年５月１８日付け Rev.３)」で確認した。 

外部事象等に対処するための体制については、台風の進路予測等から被害を受けるこ

とが予想される場合は、発電所長の指示により防災課取りまとめで各課にて巡視点検を事
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前に行うと共に、必要に応じて飛散防止や浸水防止等の措置を講じることなどを定めてい

ることを、社内マニュアル「発電所 事故・故障、非常災害等対策手引」で確認した。 

建屋内に発生した湧水の管理については、設備や躯体への影響を不適合管理において

各所管課が個別にそれぞれの湧水箇所の評価を行っていることを確認した。その他、それら

の影響評価を考慮した総合的な湧水の管理を行うため、手引等の見直しを計画中である

ことを聴取により確認した。また、３号機及び４号機の湧水状況の現場確認を行った結果、

湧水が継続して発生しているかどうかの監視とキムタオル等での拭き取り処置が行われてお

り、かつ湧水の発生量も少ないことから設備に影響を与えるような状況は認められなかった。

また湧水の発生現場には、監視部署を表示し管理元を明確にしていることを確認した。な

お外部事象等に対する体制の整備状況について発電所長へのインタビューを行い、リーダ

ーシップを発揮して更なる改善を行う決意であることを聴取により確認した。 

以上のことから、今後も継続して中部電力が実施するＲＣＡ及びＲＣＡに基づく是正処

置等の検討及び実施状況などを保安検査等で確認していくこととする。 

 

「放射性固体廃棄物管理の実施状況（抜き打ち検査）」については、日本原燃株式

会社（以下「日本原燃」という。）へ引き渡した低レベル放射性固体廃棄物（以下「ＬＬＷ」

という。）を封入した一部のドラム缶において、底面に塗装の剥がれ及び水滴が認められた

こと等から、発電所内の固体廃棄物貯蔵庫及び廃棄物減容処理装置建屋（第２建屋）

（以下「ＮＲＷ－Ⅱ」という。）におけるＬＬＷドラム缶の保管管理の実施状況を抜き打ちで

検査した。 

検査の結果、固体廃棄物貯蔵庫には、ドラム缶の錆等の発生抑制ための除湿機が設

置されており、巡視点検にて除湿機の運転状態等を確認するとともに、固体廃棄物貯蔵

庫及びＮＲＷ－Ⅱにおいて、放射線測定を毎週実施して異常の有無を点検していること

を記録等により確認した。また、現場作業開始時のツールボックスミーティング（以下「ＴＢＭ」

という。）に立会い、ＴＢＭ時点での温度及び湿度を確認していることを確認した。 

 

「保守管理の実施状況」においては、通常行う保守管理の取組に加え、安全重要度分

類クラス１で安全上リスクの高い非常用ディーゼル発電設備、非常用電源設備、送受変

電設備について、保全計画、補修・取替・改造計画、特別な保全計画、工事の計画・点

検修理・評価等が適切に実施されていることを、平成２９年度の保守管理の有効性評価

等により確認した。 

なお、検査の過程において、平成２９年度の品質目標の達成状況の分析では、保守管

理に係る課題が抽出されているにも関わらず、同年度の保守管理の有効性評価では品質

目標で抽出された課題の検討が一部行われないまま、平成３０年度の保守管理の目標の

見直しが行われていたことを指摘した。 
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追加検査の「浜岡原子力発電所 4 号機における非常用ガス処理系の運転上の制限

に対する保安規定違反についての是正処置等の実施状況」においては、検査の結果、根

本原因分析により導出された「Ⅰ．業務環境の変化に応じた業務の管理が不足していた。」

に係る是正処置状況は計画策定及びスケジュールが検討中であることを確認した。「Ⅱ．ア

イソレ管理全般において組織間の「役割と責任」および「遵守すべき事項」などに係る業務

の管理が不足していた。」に係る是正処置状況は、アイソレ管理に係るプロセスの問題点と

改善案等を表にまとめ評価中であることを確認した。「Ⅲ．CAP 会合において、通常と異な

る状態を早期に見出し対処するなど異常への進展を防ぐことに係る業務の管理が不足して

いた。」に係る是正処置状況は、CAP 会合の洗い出しを実施した結果、６項目の改善項

目を抽出し、抽出された改善項目の内「CAP に登録する事象の増加」については、発電所

長の声掛けの対策及び、「CAP 会合の議論の活性化」については、ブラックビブスの運用お

よび発電所長によるオブザベーションの対策が講じられていることを確認した。なお、ＲＣＡに

基づく是正処置の実施状況については引き続き保安検査等で確認していく。 

 

保安検査期間中に、５号機の非常用ディーゼル発電機に係る運転上の制限の逸脱

事象が発生したため、保安規定に定める事象発生時の措置が適切に講じられているかに

ついて検査した。 

本事象の概要は、平成３０年６月５日１３時３４分に５号機非常用ディーゼル発電機

（Ｂ）号機（以下「Ｄ／Ｇ（Ｂ）」という。）を定期試験のため起動したところ、１５時００分ごろ

にＤ／Ｇ（Ｂ）の排気管付近からの空気の漏えいが確認されたことから調査のためＤ／Ｇ

（Ｂ）を停止した。この時、非常用ディーゼル発電機（Ｃ）号機（以下「Ｄ／Ｇ（Ｃ）」という。）

は定期検査に伴う分解点検中であった。調査の結果１６時２０分に排気の漏えいの詳細

な調査・点検が必要と判断してＤ／Ｇ（Ｂ）を機能除外としたため、保安規定第１編第６

０条に係る運転上の制限を満足していないと判断し、事業者は運転上の制限の逸脱を

宣言した。その際に実施された措置について現場で確認するとともに、発電指令課長から

の聴取、運転日誌等により、当該運転上の制限の逸脱時にとるべき必要な措置が講じら

れていることを確認した。 

保安検査実施期間中の日々の廃止措置及び運転管理状況については、原子炉設

置者からの施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、施設の巡視等を行った結

果、保安規定違反となる事項は認められなかった。また、定例試験（４号機 SLC ポンプ起

動試験及び電動弁作動試験）に立会い、定められた手順に従って問題なく実施されている

ことを確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると選定した検査項目に係る保安活動は良

好なものであったと判断する。 

 

（２）検査結果（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 
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１）基本検査結果 

１）－１浜岡原子力発電所共通事項 

① 外部事象等に対する整備状況 

平成２９年度第３回保安検査において、北陸電力志賀原子力発電所２号炉の原

子炉建屋内への雨水流入事象を受け、中部電力の予防処置計画及び実施状況を

確認した結果、保安規定違反(監視)事項が確認されたことからＲＣＡ及びＲＣＡに基づ

く是正処置等の実施状況を確認するとしていた。このため、中部電力が行う当該事象

に係るＲＣＡ及びＲＣＡに基づく是正処置等の検討の実施状況を検査した。 

また、保安規定違反(監視)事項が確認された事象と同種の外部事象等に対処す

るための体制の整備状況について確認した。さらに現場巡視及び確認した CAP 情報

に基づき、保安調査で確認された建屋内の湧水発生事象について現場確認を含め管

理体制及び監視状況等について検査した。 

検査の結果、ＲＣＡについては組織要因の分析と検討に時間を要したことからスケジ

ュールを見直し、５月末までに実施予定であった品質保証検討会への報告を６月中旬

に変更したことを「ＲＣＡ活動計画書(２０１８年５月１８日付け Rev.３)」で確認した。 

ＲＣＡ分析チームによる調査及び検討は、組織要因の分析と検討についてはほぼ終

了し、是正処置方針の検討及びＲＣＡ活動報告書の作成を６月中旬を目処として作

業を進めていることを聴取により確認した。 

外部事象等に対処するための体制については、「発電所 事故・故障、非常災害

等対策手引」において、台風の進路予測等から被害の恐れを認めた場合は、発電所

長の指示により事前措置として防災課取りまとめにより各課にて巡視点検を行うと共に、

必要に応じて飛散防止や浸水防止等の措置を実施すること、御前崎市で気象警報

が発令された場合などは防災長からの連絡を受けて所内周知を行い各課にて作業中

止等の措置を取ると定めていることを確認した。また平成２９年度第３回保安検査で確

認された保安規定違反(監視)事項を受け、浸水防止措置の具体的な例示を記載す

るなどＲＣＡの結果を待たず「発電所 事故・故障、非常災害等対策手引」の見直し

を先行して実施したことを確認した。 

また、「防災関係教育訓練手引」に従って防災課長は年度計画を作成し、各要員

の役割に応じた教育訓練等を実施していることを「平成２９年度 防災教育・訓練計

画書」及び「２０１７年度 防災教育・訓練報告書」で確認した。 

さらに、湧水の管理については、２０１８年４月２５日開催の情報連絡会において発

電所長より関係部署に対し、発電所の雨水・湧水マッピングの更新管理を適切に行う

よう指示があったことを情報連絡会議事メモで確認した。廃止措置工事課は「１、２号

機 結露水・湧水・雨水 発生箇所リスト」により、廃棄物管理課は「ＮＲＷ 結露水・

湧水・雨水発生箇所リスト」により、運転管理課は「３、４、５号機 結露・雨水・湧水 

発生箇所リスト」により、土木課は「漏水箇所管理台帳」により、建築課は「漏水監視

箇所リスト」により湧水発生箇所等の管理を行っていることを確認した。また個別文書
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「運転に関する運用（通知）「建屋内における結露水・雨水・湧水発生場所の管理及

び対応について」」で、湧水が継続発生しているかどうかの監視とキムタオル等で拭き取

る処置について定めていることを確認した。湧水による設備や躯体への影響評価につい

ては、不適合管理において各所管課が個別にそれぞれの湧水箇所の評価を行っている

ことを、また、設備や躯体への影響評価も考慮した総合的な湧水の管理を行うため、

手引等の見直しを現在計画中であることを聴取により確認した。その他、３号機及び４

号機の湧水状況について現場確認を行った結果、現場においては湧水が発生している

かどうかの監視とキムタオル等での拭き取り処置が行われ管理された状態にあり、事業

者による湧水の監視が適切に行なわれていることを確認した。 

なお、外部事象等に対する体制の整備状況について発電所長へのインタビューを行

い、リーダーシップを発揮して更なる改善を行う決意であることを聴取した。 

以上のことから、今後も継続して中部電力が実施する RCA 及びＲＣＡに基づく是正

処置等の検討及び実施状況などを保安調査及び保安検査等で確認していく必要が

あると判断する。 

 

② 放射性固体廃棄物管理の実施状況（抜き打ち検査） 

日本原燃へ引き渡したＬＬＷを封入したドラム缶９６０本のうちの１本が、底面に塗装

の剥がれ及び水滴が確認されたことを受けて、事業者はＮＲＷ－Ⅱに保管中の日本

原燃に引き渡し予定のＬＬＷドラム缶９２８本の外観検査を開始した。その結果、１５７

本目のＬＬＷドラム缶底面に塗装の膨らみ及び水滴を確認したことから、固体廃棄物

貯蔵庫（１号棟及び２号棟）及びＮＲＷ－Ⅱ建屋内に保管中のＬＬＷドラム缶について、

保管管理の実施状況を確認することとして抜き打ち検査を行った。 

放射性固体廃棄物を長期間保管する固体廃棄物貯蔵庫（１号棟及び２号棟）で

は、湿度の条件を一定にすることにより錆等の発生を抑制することを目的として除湿機

を設置しており、「放射性固体廃棄物保管管理手引」及び「線量当量率等の測定・

監視手引」に従い、毎週、除湿機の運転状態の確認、漏水の有無の確認、放射線

測定等を実施して異常がないことを確認していることを「放射性固体廃棄物保管状況

等点検記録」「放射線管理区域サーベイ記録」により確認した。また、１号棟にて「作

業安全指針」に従って行っている現場作業開始時のＴＢＭに立会い、ＴＢＭ時点での

温度及び湿度を確認していることを「安全点検票」にて確認した。 

ＬＬＷドラム缶を収納した輸送容器を保管するＮＲＷ－Ⅱについては、建屋空調に

て温度の条件を一定に維持しており、「作業安全指針」に従い、現場作業のＴＢＭにお

いて温度及び湿度を確認していることを作業現場に掲示されている「安全点検票」にて

確認した。また、「線量当量率等の測定・監視手引」に従い、毎週、放射線測定を実

施して異常がないことを確認していることを「放射線管理区域サーベイ記録」にて確認し

た。 
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なお、日本原燃でのＬＬＷドラム缶９６０本の受入検査及び日本原燃に引き渡し予

定のＬＬＷドラム缶９２８本の外観検査については保安検査中に完了しており、さらに、

日本原燃での受入検査にて１本のＬＬＷドラム缶の底面に塗装の膨らみ及び水滴を確

認したことにから、最初に確認したＬＬＷドラム缶と併せて２本を返送する予定である。 

以上のことから、今回の検査の範囲において保安規定の遵守状況は良好であると

判断する。なお、ＬＬＷドラム缶底面の塗装剥がれ等の原因については、現在、調査中

であることから今後の保安検査等で確認する。 

 

１） －２ 浜岡原子力発電所３号機、４号機及び５号機 

○ 保守管理の実施状況 

通常行う保守管理の取組に加え、安全重要度分類クラス１の設備・機器等におい

て、安全上リスクの高い非常用ディーゼル発電設備、非常用電源設備、送受変電設

備を対象に、保全計画、補修・取替・改造計画、特別な保全計画、工事の計画・点

検修理・評価等が適切に実施されているか検査を実施した。 

検査の結果、実施方針、目標から評価・見直しに至る保守管理の PDCA 等の保

守管理の取組みについて「保守管理指針」「点検計画管理手引（運転）」「保全計画

作成手引（運転）」、「保全の有効性評価実施手引（運転）」等の社内指針・手引類

に文書化され、継続的に見直しが行われていること及び実施されていることを、「既設設

備との取合い工事における作業管理手引（運転）の改正決裁書」の決裁書や改正履

歴、保守管理の有効性評価結果記録等により確認した。  

保守管理の有効性評価はマネジメントレビューに合わせて行われ、保守管理目標の

達成状況、保全の有効性評価結果及び不適合管理における是正情報をインプット情

報として評価した結果に基づいて保守管理の改善や保守管理目標を見直すとしてい

る。平成２９年度はそれらのインプット情報からは保守管理目標に影響を与えるような

評価結果はないこと、また、保全の有効性評価で行われている点検周期や保全方式

の再評価を進めることは適切と判断し、「保全の有効性評価による保全合理化台数」

を保守管理目標に新たに追加して達成状況を監視して行くとしていること等から、保守

管理活動は有効に機能していると結論づけていることを、平成２９年度の「保守管理の

有効性評価記録」により確認した。 

平成２９年度の保守管理の有効性評価では、保守管理に係る不適合の分析から

保守管理目標に影響を及ぼすような是正措置の情報はなく、今後も継続してヒューマ

ンエラーの低減に努めていくこと、保守管理の課題や目標の見直しへの提言等はないこ

と、さらに「アイソレおよびキャンセル連絡票の作業担当課による５営業日前提出」を作

業安全および品質向上に資するためとして平成３０年度の新たな保守管理目標に追

加していることを、平成２９年度の「保守管理の有効性評価記録」により確認した。 

また、品質目標のデータ分析の結果では保守管理の課題として事業者が抽出して

いるものが他にも複数あること、原子力安全の達成に関する外部の受け止め方の観点
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で保守管理の対象である溶接事業者検査に係る改善や内部監査の指摘で改善等

が行われていること、これらのいずれも保守管理の有効性評価では評価されていないこ

とを、品質保証検討会資料の平成２９年度第４四半期のデータ分析結果報告書案

により確認した。 

これらの事実から、事業者が行う保守管理全体の評価は、事業者が定めた規程に

基づく「保守管理の有効性評価」と、マネジメントレビューのために行われたデータの分析

結果において複数に分散された品質目標の達成状況の中で行う評価の２つを合わせ

ることにより成り立っている。また、平成３０年度の保守管理目標の設定や見直しでは

事業者の規程に従った保守管理の有効性評価の枠の中で行われていること、品質目

標の達成状況で抽出された保守管理の課題が事業者の規程に従った保守管理の有

効性評価とそれに基づく保守管理目標に一部反映されない事例が確認されたことから、

現状の保守管理目標は保守管理全体の評価としてみた場合の保守管理の課題を網

羅しているとは言えないことを指摘した。これらについては今後の保安検査等で改善状

況を確認していく。 

個別の設備では、非常用ディーゼル発電設備が４号非常用発電装置維持点検工

事（４回、平成２９年７月１０日から平成３０年６月下旬予定）を、非常用電源設備が

３号電気設備維持点検工事（２０１６年度のうちからメタクラ点検）、送受変電設備が

４号機起動変圧器（A）ユニットＧＩＳ点検修理を具体的な対象として選び、保全計画、

補修・取替・改造計画、特別な保全計画、工事の計画が作成され点検修理・評価

等が適切に行われていることを、点検計画機器別一覧、点検計画管理表、工事仕様

書、工事要領書、工事報告書及び保全の有効性評価記録等により確認した。 

補修、取替及び改造計画は、長期設備保全計画策定手引（運転）に基づき長期

計画を定めており、４号機非常用ディーゼル発電設備（機関）については屋外排気管

保温修理等の２件を対応すること、非常用電源設備と送受変電設備については長期

計画で対応するものがないこと、電気品取替周期表と点検計画等の個々の状況を勘

案し取替品を購入し点検に合わせ実施していること、取替周期を定めていないものにつ

いては点検結果により必要な部品の取替を計画し行っていることを、長期計画表、点

検計画（電気編）（運転）及び保全作業報告書等により確認した。 

力量管理においては、近年、機器の分解点検等の機会が比較的少なくなっているこ

とから、非常電源設備と送受変電設備を担当する部署では、規程に従って行われる力

量認定や研修とは別に現場勉強会や模擬演習を業務執行計画の目標に設定し、積

極的に力量維持・向上を図っていることを平成２９年度業務執行計画及び実施状況

報告書により確認した。 

非常用ディーゼル発電設備のうち待機状態にある５号機 DG(A)、４号機 DG(B)と点

検により不待機状態にある４号機 DG(A) について設備の現場状況と中央操作制御

室の監視等の状況確認を行い特に有意な問題はなかった。 
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以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断し

た。 

 

２）追加検査項目 

○ 浜岡原子力発電所 4 号機における非常用ガス処理系の運転上の制限に対する保

安規定違反についての是正処置等の実施状況 

「浜岡原子力発電所 4 号機における非常用ガス処理系の運転上の制限に対する

保安規定違反についての是正処置等の実施状況（追加検査）」では、根本原因分析

により導出された３件の是正処置の実施状況について検査した。 

検査の結果、根本原因分析により導出された問題点「Ⅰ．業務環境の変化に応じ

た業務の管理が不足していた。」に対する是正処置の実施状況は、具体的な是正処

置の策定及びスケジュールを定める是正処置実施計画を検討中であることを確認した。

「Ⅱ．アイソレ管理全般において組織間の「役割と責任」および「遵守すべき事項」など

に係る業務の管理が不足していた。」に対する是正処置の実施状況は、是正処置実

施計画書に従って、アイソレ管理に係るプロセスを明記している「作業手続取扱手引」

について、定検保安課にて作業票発行から作業票完了までの全てのプロセスについて

現状を調査し、問題点等と定検保安課としての改善案を表にまとめ、手引主管部署

の保守管理課へ検討依頼中であることを、まとめ表等にて確認した。「Ⅲ．CAP 会合に

おいて、通常と異なる状態を早期に見出し対処するなど異常への進展を防ぐことに係る

業務の管理が不足していた。」に対する是正処置の実施状況は、是正処置実施計画

書に従って、CAP 会合において通常と異なる状態を早期に対処するなど異常への進展

を防ぐことに係る業務の管理が不足していた点の洗い出しとして、普段の CAP 会合に

おける委員の意見や発電所長との意見交換における意見を取り入れ、品質保証グル

ープにてそれらの意見を総合検討し、６つの改善項目を抽出したことを、「CAP 管理が

不足している事項の洗い出しについて」等にて確認した。また、６つの改善項目のうち、

「CAP に登録する事象の増加」については、発電所長からの声掛けを行い増加傾向に

あること、また、「CAP 会合の議論の活性化」については、ブラックビブス（ネガティブ意見

の発言者の設定）の運用および発電所長によるオブザベーションを実施し、議論活性

化の効果が出ていることを、聴取及び検査官の CAP 会合傍聴等にて確認した。 

以上のことから、再根本原因分析により導出された問題点に対する３件の是正処置

の実施状況を引き続き保安検査等で確認していく。 

 

３）その他 

○ 浜岡原子力発電所５号機における運転上の制限の逸脱事象に関する確認 

保安検査期間中に、５号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）において運転上の制限の逸脱事象があった

ため、保安規定に定める運転上の制限を逸脱した場合の取るべき措置が実施されて

いるかについて検査した。 
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事象の概要は、平成３０年６月５日１３時３４分に５号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）を定期試験の

ため起動したところ、１５時００分ごろにＤ／Ｇ（Ｂ）の排気管付近からの空気の漏えいを

確認したため調査を行うことからＤ／Ｇ（Ｂ）を停止した。１６時２０分に排気の漏えいの

詳細な調査・点検が必要と判断してＤ／Ｇ（Ｂ）を機能除外とした。この時、Ｄ／Ｇ（Ｃ）

は定期検査に伴う分解点検中であったため、発電指令課長は、保安規定第１編第６

０条第１項に定める「非常用高圧母線に接続する非常用ディーゼル発電機を含め２台

の非常用電源設備が動作可能であること」の運転上の制限を満足していないと判断し、

同時刻に運転上の制限の逸脱を宣言した。なお、破損のあったフレキシブルチューブに

ついては、予備品を所内に保管していたものの、Ｄ／Ｇ（Ｂ）は消耗品の交換や機器の

調整により速やかに復旧できるものではないと判断し、１７時０６分に実用炉規則第１３

４条第５号「発電用原子炉施設の故障により、運転上の制限を逸脱したとき」に該当

すると判断して、事故・故障対応体制を発令している。 

検査においては、保安規定第１編第６０条第３項に定める「発電指令課長は、非

常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合、表６０－３の措置を講ずる。」に基づき、運転上の制限の逸脱後の措置が実施さ

れていることを、５号機発電指令課長からの聴取、中央制御室における盤表示、運転

日誌等により確認した。 

 

（３）違反事項 

 なし。 

 

５．特記事項 

なし。 
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別添１ (1/3) 

保安検査日程予定（１／3） 

月  日  
号 炉  

号  機  
５月２１日 (月 ) ５月２２日 (火 )  ５月２３日 (水 )  ５月２４日 (木 )  ５月２５日 (金 )  ５月２６日 (土 )  ５月２７日 (日 )  

 

午前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２、３  

４、５  

 

 

 

 

 

 

 

    

●初回会議  

●検査前会議  

●運転管理状況の聴

取・記録確認  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

 

◎外部事象等に対す

る整備状況  
（発電所長インタビ

ュー含む）  
 
 
 
 

 

●中央制御室の

巡視  

 

 

 

午後  

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２、３  

４、５  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

●中央制御室の巡視  

 

◎外部事象等に対す

る整備状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

●中央制御室の巡視  

 

◎外部事象等に対す

る整備状況  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

●チーム会議  

●まとめ会議  

●チーム会議  

●まとめ会議    

勤務  

時間外  

１、２、３  

４、５  

       

○：基本検査項目 ◎：年度保安検査計画に基づく検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ☆：追加検査項目 ●：会議/記録確認/巡視等  
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別添１ (2/3) 

保安検査日程予定（２／3） 

月  日  
号 炉  

号  機  
５月２８日 (月 ) ５月２９日 (火 )  ５月３０日 (水 )  ５月３１日 (木 )  ６月１日 (金 )  ６月２日 (土 )  ６月３日 (日 )  

 

午前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２、３  

４、５  

 

 

 

 

 

 

 

 

●検査前会議  

●運転管理状況の聴

取・記録確認  

 

☆浜岡原子力発電

所４号機におけ

る非常用ガス処

理系の運転上の

制限に対する保

安規定違反につ

いての是正処置

等の実施状況  

 

 

 

●検査前会議  

●運転管理状況の聴

取・記録確認  

 

☆浜岡原子力発電

所４号機におけ

る非常用ガス処

理系の運転上の

制限に対する保

安規定違反につ

いての是正処置

等の実施状況  

 

 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

 

◎外部事象等に対す

る整備状況  
 
 
 
 
 
 
 

 
●検査前会議  
●運転管理状況の聴

取・記録確認 

 

◎保守管理の実施状

況  

 
●検査前会議  
●運転管理状況の聴

取・記録確認 

 

◎保守管理の実施状

況  

  

 

午後  

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２、３  

４、５  

 

 

 

 

 

 

☆浜岡原子力発電

所４号機におけ

る非常用ガス処

理系の運転上の

制限に対する保

安規定違反につ

いての是正処置

等の実施状況  

 

 

 

 

●中央制御室の巡視  

 

☆浜岡原子力発電

所４号機におけ

る非常用ガス処

理系の運転上の

制限に対する保

安規定違反につ

いての是正処置

等の実施状況  

 

 

●中央制御室の巡視  
 
◎外部事象等に対す

る整備状況  
 
 

 

 

 

 
●中央制御室の巡視  
 

◎保守管理の実施状

況  

 

●原子炉施設の巡視 

 

 

 

 

 

 
●中央制御室の巡視  
 

◎保守管理の実施状

況  

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議  

●まとめ会議  

●チーム会議  

●まとめ会議  

●チーム会議  

●まとめ会議  

●チーム会議  

●まとめ会議  

●チーム会議  

●まとめ会議    

勤務  

時間外  

１、２、３  

４、５  

●中央制御室の巡視        

○：基本検査項目 ◎：年度保安検査計画に基づく検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ☆：追加検査項目 ●：会議/記録確認/巡視等  
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別添１ (3/3) 

保安検査日程予定（３／3） 

月  日  
号 炉  

号  機  
６月４日 (月 ) ６月５日 (火 )  ６月６日 (水 )  ６月７日 (木 )  ６月８日 (金 )  ６月９日 (土 )  ６月１０日 (日 )  

 

午前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２、３  

４、５  

 

 

 

 

 

 

 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

 

◇放射性固体廃棄物

管理の実施状況

（抜き打ち検査） 

○保守管理の実施状

況（現場状況） 

 

 

 

 

 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

 

○保守管理の実施状

況  

 

 

●検査前会議  
●運転管理状況の聴

取・記録確認 

 
◎保守管理の実施状

況  
 
 
 
 
 
 
 

 
●検査前会議  
●運転管理状況の聴

取・記録確認 

 

◇放射性固体廃棄物

管理の実施状況

（抜き打ち検査）  

 

 

 

 

 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後  

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２、３  

４、５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中央制御室の巡視  

 

◇放射性固体廃棄物

管理の実施状況

（抜き打ち検査） 

○保守管理の実施状

況（現場状況） 

●定例試験への立

会い  

 

 

 

●中央制御室の巡視  

 

◎外部事象等に対す

る整備状況 

 
●中央制御室の巡視  
 

◎保守管理の実施状

況  

 
●中央制御室の巡視  
 

◇放射性固体廃棄物

管理の実施状況

（抜き打ち検査）  

 

●原子炉施設の巡視 

 

 

 

 

●中央制御室の巡視  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議  

●まとめ会議  

●チーム会議  

●まとめ会議  

●チーム会議  

●まとめ会議  

●チーム会議  

●まとめ会議  

●チーム会議  

●まとめ会議  

●最終会議    

勤務  

時間外  

１、２、３  

４、５  

       

○：基本検査項目 ◎：年度保安検査計画に基づく検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ☆：追加検査項目 ●：会議/記録確認/巡視等  

 別添１(1/３) 
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（別添２）：１／５ 

保安規定違反（違反２）に対する原子炉設置者の改善措置状況 

（不適切な SGTS 管理に係る改善措置等の実施状況） 

件名 違反概要・違反条項 再発防止対策 改善措置状況 ステイタス 

不適切な SGTS 管

理について 

 

保安規定第５１条については、

原子炉の状態が運転、起動、

高温停止及び炉心変更時又

は原 子炉 建 屋 原 子炉 室 内で

照射された燃料に係る作業時

において「事故」（原子炉冷却

材 喪失 又は燃 料 集合 体の落

下 ）が発 生 し、放 射 性 物 質 が

原子炉建屋内に放出された場

合においても、環境へ放出され

る放射性物質を低減するため、

ＳＧＴＳ系２系列が動作可能で

あることを運転上の制限と定め

ている。本事象の場合は、前提

であるＳＧＴＳ系統が適切な状

態でなかったことを踏まえ、当該

条 項 に係 る保 安 活 動 が実 質

行われていなかったと判断する。 

（１）直接原因に係る改善 

〔対策１〕作業内容の明確化 

「作業手続取扱手引（運転）」に以下を明記

し、周知・徹底するとともに、以下について担

当者は実施し、審査、承認者はそれを確認

する。 

・境界弁を系統から取り外す場合の措置とし

て、対象弁については弁取外「◯◯側閉止フ

ランジ取付中」など、操作禁止札で識別を行

う。 

・作業担当課は、作業票の作業内容欄につ

いては、目的や作業内容、対象機器等、内

容を具体的に記載する。 

・作業担当課は、追加の安全措置を作成す

る場合には、承認済みの安全措置を同一タ

スクに含めて作成する。 

・発電部は、作業担当課が検討し提出した

色塗り図面等を十分な記載内容であることを

確認して安全措置を決定する。 

・作業担当課は安全措置の実施・解除の連

絡票には対象機器・実施事項等を記載する

ことを追加する。 

・発電 部は安 全措 置の実施・解 除の連 絡

票の依頼内容が歩欄と管理上支障のないこ

とを確認する。 

・発電部の安全措置の検討にあたって「安全 

以下のＱＭＳ文書を改正。 

「作業手続取扱手引（運転）」 

 （運用開始済み） 

完了 
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（別添２）：２／５ 

保安規定違反（違反２）に対する原子炉設置者の改善措置状況 

（不適切な SGTS 管理に係る改善措置等の実施状況） 

件名 違反概要・違反条項 再発防止対策 改善措置状況 ステイタス 

  措置検討における基本事項」を参考に検

討することを明記する。 

  

〔対策２〕系統状態管理の仕組みの改善 

・重要な系統については、配管計装線図に

色塗りを行い、他系統との境界弁を明確に

し、状態を把握しやすくする。 

・作業管理システムのポップアップ機能を活

用して、作業票作成時、中央制御室での

安全措置の実施の連絡票受付時に、安

全措置の対象弁が境界弁であることの注

意喚起を表示させ、気づきを与える。 

以下のＱＭＳ文書を改正 

「図面管理手引」 

（運用開始済み） 

「工程作成・管理手引（運転）」 

（運用開始済み） 

・事業者イントラネット（浜岡 OA）の作業管

理システムにポップアップ機能を整備済み 

完了 

〔対策３〕図面修正実施時期の適正化及

び工程表への反映 

・工事の安全措置が解除されて系統および

機器の運用を開始するまでに必要な図面

配布することを要求事項とし、「図面管理

手引」に明記する。 

・設備の改造を行う工事の担当課は、保

安規定に関係する系統については配管計

装線図等、運転管理に必要な図面を改

正 する期 限 と作 業 件 名 を工 程 表 に記 載

し、定 検保 安 課においては、図 面の変 更

時期を工程表に反映して、図面改正につ

いての工程管理を実施することを「工程作

成・管理手引（運転）」に明記する。 

上記対策の他、技術系社員全員（約６６ 

以下のＱＭＳ文書を改正 

「図面管理手引」 

（運用開始済み） 

「工程作成・管理手引（運転）」 

（運用開始済み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記教育実施：H29.5.22～H29.5.31（計 

完了 
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（別添２）：３／５ 

保安規定違反（違反２）に対する原子炉設置者の改善措置状況 

（不適切な SGTS 管理に係る改善措置等の実施状況） 

件名 違反概要・違反条項 再発防止対策 改善措置状況 ステイタス 

  ０名）を対象として、本件に関する教育（事

象概要および直接原因と再発防止対策、

ケーススタディの実施、長期停止中において

特に重要な系統について）を実施する。 

10 回） 完了 

  〔追加対策〕現場における境界弁の状態

確認 

・プラント停止中に管理が必要な機器のア

イソレキャンセル時の状態確認の実施内容

に、SGTS ファン停止アイソレキャンセル時の

現場における境界弁の状態確認を「08-03

運転管理手引（運転）」に追加する。 

「08-03 運転管理手引（運転）」の改正 

  （平成 29 年 12 月 28 日改正） 

完了 

  （２）ＲＣＡ結果に係る改善 

【対策１】「Ⅰ．業務環境の変化に応じた

業務の管理が不足していた。」に対する是

正処置 

・具体的な是正処置の策定及びスケジュー

ルを定める是正処置実施計画を検討中。 

 

 

 

 

未完了 
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（別添２）：４／５ 

保安規定違反（違反２）に対する原子炉設置者の改善措置状況 

（不適切な SGTS 管理に係る改善措置等の実施状況） 

件名 違反概要・違反条項 再発防止対策 改善措置状況 ステイタス 

  【対策２】「Ⅱ．アイソレ管理全般において

組織間の「役割と責任」および「遵守すべ

き事項」などに係る業務の管理が不足し

ていた。」に対する是正処置 

・アイソレ管理に係るプロセスを明記してい

る「作業手続取扱手引」について、定検

保安課にて作業票発行から作業票完了

までの全てのプロセスについて現状を調査

し、問題点等と定検保安課としての改善

案を表にまとめ、手引主管部署の保守管

理課へ検討依頼中。 

 

 未完了 
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（別添２）：５／５ 

保安規定違反（違反２）に対する原子炉設置者の改善措置状況 

（不適切な SGTS 管理に係る改善措置等の実施状況） 

件名 違反概要・違反条項 再発防止対策 改善措置状況 ステイタス 

  【対策３】「Ⅲ．CAP 会合において、通常

と異なる状態を早期に見出し対処するな

ど異常への進展を防ぐことに係る業務の

管理が不足していた。」に対する是正処

置 

・CAP 会合において通常と異なる状態を

早期に対処するなど異常への進展を防ぐ

ことに係る業務の管理が不足していた点

を洗い出し、「CAP に登録する事象の増

加」、「CAP 情報の事前確認や事務局の

役割の明確化」、「CAP 会合の議論の活

性化」、「CAP 会合での決定事項（CAP

フォロー）の明確化」、「プラント運営への

影響度「高」管理の見直し」、「CAP 会

合の期待事項の変更」の６つの改善項目

を抽出。 

  

・「CAP に登録する事象の増加」については、

所長からの声掛けを実施。 

・「CAP 会合の議論の活性化」については、

ブラックビブス（ネガティブ意見の発言者の設

定）の運用および発電所長によるオブザベー

ションを実施。 

未完了 

 

 

 

 

 

 


